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平成 31年 3月 2日 

栄区囲碁普及会役員人事規約 

 

１．趣旨 

 本規約は栄区囲碁普及会（以降本会と省略）が永続的に活動・発展していくために役員交代を 

円滑に行えるように本会会則に定める役員人事規定を補足するものである。 

 

２．会長、副会長、副会長補佐の人事 

（１）会長の人事 

  ・会長の役職、選出、任期については会則「第七条」に定めるとおりとする。 

  ・会長は総会で会員から選出されるが、会長は原則、本郷地区、豊田地区および上郷地区 

   （以降３地区と省略）から交代で出すものとする。 

（２）副会長の人事 

  ・副会長の役職 

   副会長の役職は会則「第九条」に定めるとおりとするが、具体的に以下のとおりとする。 

   ７人の副会長から構成され、以下の役職を担当するものとする。 

   総務担当、庶務・渉外担当、広報担当、上達コース担当、入門・初級コース担当、子供普及担当、 

   イベント関係担当 

   なお、会長が不在の時は総務担当副会長がその職務を代行する。 

  ・副会長の選出 

   副会長の選出は会則「第八条」に定めるとおりとするが、具体的に以下のとおりとする。 

   ３地区から均等に選出されるように各地区から原則２名以上の副会長を選出するものとする。 

   各地区選出の副会長が２名未満の場合は各地区の役員および教室チーフ・サブチーフが 

   合同で２名以上になるように所属インストラクターに働きかけ２名以上にするものとする。 

  ・副会長の任期 

   副会長の任期は会則「第八条」に定めるとおりとするが、具体的に以下のとおりとする。 

   同一担当副会長は任期を 2年とし原則 2期までとする。副会長 2期の任期後、他担当副会長に 

   就任することは可能とする。 

（３）副会長補佐の人事 

  ・副会長補佐の役職 

   副会長には１名以上の副会長補佐が任命され、副会長のサポートを行うものとする。 

  ・副会長補佐の選出 

   副会長の選出と同様に３地区から均等に選出されるように各地区から原則２名以上の副会長補佐を 

   選出するものとする。各地区選出の副会長補佐が２名未満になった場合も副会長の選出と同様に 

   各地区の役員および教室チーフ・サブチーフが合同で２名以上になるように所属インストラクター 

   に働きかけ２名以上にするものとする。なお、副会長補佐は幹事の一員である 

  ・副会長補佐の任期 

   ＊副会長に就任する前に原則２年、副会長補佐になり副会長を補佐してその職務を習得する。 

   ＊副会長退任後原則２年、副会長補佐になり新副会長をサポートする。 

（４）その他 

   正副会長会の議論が情報共有されるように会長、副会長および副会長補佐の少なくとも一人は 

   各教室に所属するものとする。 
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３．幹事の人事 

・幹事の役職 

 幹事の役職は会則「第九条」に定めるとおりとするが、具体的に以下のとおりとする。 

 ＊幹事は副会長の７つの役職の内の１つの役職を担当するものとする 

・幹事の選出 

 幹事の選出は会則「第八条」に定めるとおりとするが、具体的に以下のとおりとする。 

 ＊会則のとおり幹事は副会長補佐を含めて２０名以内であるが、副会長補佐を除く幹事の選出も 

  できる限り３地区から均等に選出されるようにする。 

 ＊幹事会の決定事項が情報共有されるように９教室のチーフは幹事会に出席する役職に就くものとする。 

・幹事の任期 

 幹事の任期は会則「第八条」に定めるとおりとする。 

 

４．会計、会計監査の人事 

・会計、会計監査の役職 

 会計、会計監査の役職は会則「第九条」に定めるとおりとするが、具体的に以下のとおりとする。 

 ＊会計の役職 

  会計の主要な役職は以下のとおり。 

  開講式の受講料集金サポート、教室経費の月次精算、決算作成・総会報告、予算案取纏め・総会報告 

 ＊会計監査の役職 

  決算の監査・総会報告 

・会計、会計監査の選出 

 会計、会計監査の選出は会則「第八条」に定めるとおりとするが、具体的に以下のとおりとする。 

 会計、会計監査ともに原則３地区から交代で出すものとする。 

・会計、会計監査の任期 

 会計、会計監査ともに任期は 2年とし、再任は 3期までとする。（会則の変更） 

 

５．教室チーフ・サブチーフの人事 

・教室チーフ・サブチーフの選出 

 ＊教室チーフ・サブチーフの選出は原則教室のインストラクター全員で協議し、選出するものとする。 

 ＊教室チーフは１名、教室サブチーフは１名以上選出するものとする。 

・教室チーフ・サブチーフの任期 

 任期は２年とし、原則３期までとする。 

 

副会長・副会長補佐の交代基本例 

担当者 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 

Aさん 副会長補佐        

Bさん 副会長 副会長 副会長補佐      

Cさん  副会長補佐 副会長 副会長 副会長補佐    

Dさん    副会長補佐 副会長 副会長 副会長補佐  

Eさん      副会長補佐 副会長 副会長 

Fさん        副会長補佐 

 


